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武蔵野市子どもプラン推進地域協議会（令和３年７月 27 日～令和５年７月 26 日）

について 

 

１ 第五次子どもプラン武蔵野（令和２～６年度） 

○令和２年３月、第五次子どもプラン武蔵野が策定された。 

○本計画は、最上位計画である長期計画と整合性を図り策定されたものであり、

下記計画を含む。 

・「子ども・子育て支援法」に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画 

・「改正次世代育成支援対策推進法」に基づく「市町村行動計画（後期）」 

・「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく「子どもの貧困対策につ

いての計画」 

・「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく「母子家庭等及び寡婦の生活の

安定と向上のための措置に関する計画（自立促進計画）」 

 

２ 武蔵野市子どもプラン推進地域協議会（令和３年７月 27日～令和５年７月 26日）

について 

○武蔵野市子どもプラン推進地域協議会が、プランの実施状況等について点検・

評価をおこなう。 

第五次子どもプラン武蔵野５ページ 

第１章 計画策定の主旨 

６ 計画の点検・評価 

（１）子どもプラン推進地域協議会による点検・評価 

 本プランの推進にあたっては、子どもプラン推進地域協議会の意見を聞きなが

ら進めます。協議会は、年度ごとに計画の実施状況等について点検・評価を行い、

必要に応じて改善を促します。協議会による点検・評価の結果については、毎年

ホームページ等で公表し、改善等の必要な措置を講じます。 

 

３ 所管事項（条例第３条） 

○子ども・子育て支援法第 77 条第１項各号に規定する事務を処理する（地方版子

ども・子育て会議）。 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、

審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項

を処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項
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を処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を

処理すること。 

第六十一条第七項  

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっ

てはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係

る当事者の意見を聴かなければならない。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進

に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

○市長の諮問に応じ、子どもプラン武蔵野に関する事項について調査審議し、又

は意見を述べる。 

 

４ 会議 

年２～３回程度(今年度日程：令和３年９月 27 日、令和４年３月 22 日) 

※午後６時から概ね２時間程度 

 

５ 任期（条例第５条） 

２年間 

※補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

※任期中に辞任する場合は、推薦書兼辞任届を提出する。 

 

６ その他 

委員の氏名と職（公募委員の方は住所（町名まで））を、市ホームページで公

表する。 
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